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抄録 :「大学における教員養成」と「教員養成の開放制」は、戦後日本の公教育の基本原則の一

つだが、とくに開放制の現実は必ずしも理念に即してこなかった。その理由の一つは、戦前の

師範学校に対する否定的評価によるアンビバレンス、「教員の養成は必要だが、教員養成をしす

ぎるのは望ましくない」という論理的不整合である。この観点から本報告は、教職課程がマネ

ジメントできないことを前提に教育実習が位置づけられている点でも、教員養成は「開放制的」

であることを実証した。すなわち、教育委員会とその管理下にある学校の教育実習への関与は

多元的かつ多様であるとともに、大学そして教育委員会や学校にとっても教育実習は計画的で

なく、制御の対象たりえない空白の状態にあることを、大阪府下の自治体を事例に明らかにした。

かくも、開放制は予定調和論にもとづく過度に理念的な用語であり、完成されえない制度論で

ある。

索引語 :教員養成，開放制，教育実習，教育委員会，教員養成の質保証

Abstract:Abstract: Although “teacher education in university” and “open system of teacher 
education” have been regarded as the basic principles in postwar Japan, the reality of 
teacher education has not always been in line with its principles. One reason for this is the 
logical inconsistency between the ambivalence of teacher education based on the negative 
evaluation of prewar normal schools. Analyzing the boards of education in Osaka prefecture, 
this study reveals that the ways in which boards of education are involved in teaching 
practice in schools are multidimensional and diverse. This means that teacher education is 
designed with the rule that universities, boards of education, and schools cannot plan and 
manage. The “open system” is an overly ideological term based on harmonization and can be 
evaluated as a theory that can never be perfected.

Key Words:Key Words: teacher education, “open system”, teaching practice, board of education, 
quality assurance
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 1．問題－教員養成の開放制の論理と陥穽

公教育の経営とくに学校教育の経営において、「教育は人なり」と教員が重要な資源であるこ

とは論を俟たないだろう。ところが不思議なことに、その教員はどのような能力を持つべきな

のか、また、職業的前提として養成が必要ならば、その理念と内容・方法はいかなるものかに

ついては、連綿とテーマにされているにもかかわらず、結論が得られることはない。昨今では「教

員養成の質保証」と新たなスローガンが掲げられるものの、それを実現する条件とその実現可

能性が明示されているとは言えず、やがて消費される政策用語を散りばめたお喋りが続くので

はないだろうか。

現下であれば新型コロナウイルスの世界的感染拡大といった時代の状況がまずあり、そこで

求められる学校像、そして教員像が設定されうるが、くわえて教職の歴史的経験と思惟が教員

像に影響を与える。「教員養成における開放制」は、その一例である。

ただし、開放制は論理的に十分な用語ではない 。それは「教員はしっかりと養成されるべき

だが、いかにも教員らしく養成されることは好ましくない」という両義的な価値を含むためで

ある。もっとも、この強引なさまには理由がある。それは戦前のとくに初等教員養成を担った

師範学校から生み出された「師範型」と称される教員への否定的評価にもとづき、過度に従順

で視野狭窄、ときに狂信的にもなりうる教職の恐ろしさを踏まえているからである。

それゆえに戦後は、高等師範学校、師範学校のほか指定学校、許可学校、教員養成所におけ

る「閉鎖的」な教員養成に替わって、要件を満たせばいずれの高等教育機関でも教職課程を有

する認定制度が設けられた。そして 2019 年 4 月現在、大学数 756 のうち教職課程認定を受け

る大学は 606 を数えており、全体の 80.2％と多くの大学で何らかの教員免許状が取得できるよ

うになっている。

教員養成のこの原則は、教員免許へのハードルを低く留めることにもつながっている。日本

では、たとえば小・中・高校教員の一種免許状の場合、学士の学位という基礎資格に加えて必

要な単位数は 67（教科あるいは教職の科目で計 59、日本国憲法、体育、外国語コミュニケーショ

ン、情報機器の操作で計 8）と定められており、この嵩はたとえばドイツの教職課程と比べると、

4 分の 1 程度とまったく限られる 1）。それは、積極的に教員養成を行うことと多数の教員有資格

者を輩出することを両立させるには、教員養成教育のボリュームを抑制するほかないからであ

る。「優れた教員を養成するにはどれだけの教育内容が必要か」ではなく、「限られた単位数を

前提にいかに内容の組み合わせを考えるか」という、消極的な教職課程論が維持されてきたのは、

反閉鎖制としての開放制論ゆえ 2）でもあるだろう。

ところが、この理念が大学内に収まっているうちはともかくも、外部とのつながりが問われ

る局面では不具合が起こりうる。その一つが教育実習である。国立大学法人教員養成系大学・

学部など附属学校園を擁する場合は、教育実習を「自前」つまり大学内で完結させることが可

能だが、その場合でもすべての学生分をまかなえない場合、学生の卒業校や大学近隣の学校に

その場を求めることになる。また、教職課程を有していても教育実習のできる附属学校を持た

ない大学・学部は多く、そこでは大学の管理外の実習校を必要とする。

ここで、公立学校での教育実習を想定する場合、その受け入れ先の学校を所管する行政機関は、

都道府県および市町村の教育委員会である。教育実習に関わる各教育委員会の姿勢が、教育職
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員免許法施行規則の第五欄（教育実践に関する科目）に定める教職課程の実際、すなわち、所

定単位の履修と単位取得を実質的に決定するからである。そこでの方針とガイドラインが、教

育実習を希望する学生の在籍する大学に伝えられ、受け入れに関わるコミュニケーションが関

係者の間で生じる。

仮に「大学における教員養成」を全面的に実現すべく、その入口から出口まで、つまり、教

員養成の前提である大学入学から教員免許状の資格取得までのすべてを大学が管理できるなら

ば、このコミュニケーションはそもそも存在しない。ところが、すべての教育実習を大学の下

で行うことが現実的ではないために、大学外との関わりが不可避になる。

この点は、附属学校園をもつ教員養成系大学・学部においても同様である。たとえ大学附属

であっても、それぞれ学校の歴史と自負があり、大学からは相対的に独立した場となっている。

たとえば、「国立大学法人の第 1 期中期目標期間に係る附属学校の評価の観点」においては、「地

域における指導的あるいはモデル的学校となるように」と盛り込まれているにもかかわらず、

今なお「エリート校」を維持していることはその一例だろう。ちなみに、こうした環境にある

教育実習に臨む学生が緊張、萎縮することや、実習校の姿勢に大学側が基本的に恭順であろう

とするのは当然とも言える。

以上のように、教員免許の取得に不可欠な教育実習が大学外で規定される、つまり教育実習

の「外注」を前提に教職課程は構成されている。これは、教員養成が大学での学修の本体では

なく「付録（appendix）」3）の位置づけを脱することができなかったという特殊日本的な状況も

背景にして、「大学における教員養成」が論理的に不全なことを意味する。

かくして、開放制を維持するために少ない必要単位数で教職課程を設定してきたこと、開放

制とは「目的的」養成ではないという奇妙な表現によって学校教育と学問領域の交点を追求し

ないことは、教職課程をもつ大学・学部における長らくの流儀だった。そして、「教員養成をやっ

ていることにしているけれど、積極的には行わない」という「二重帳簿」が、教育実習という

大学には直接に管理できない場において露呈する。戦前の教員養成への反省と反発から、気高

く謳われてきた「大学における教員養成」論 4）は、教育実習を行う学校という身近なステーク

ホルダーを相当に看過してきたのである。

ここで、教育実習についての先行研究を辿れば、教員養成に占めるその位置に関する知見は

驚くほど少ないことがわかる。たとえば、「開放制の教員養成を考える」と学会の特集テーマに

組まれている牛渡（2019）では、教育実習についてまったく触れられていない。同じく、町田

（2019）では「教育実習事前事後指導」を教職コアカリキュラムの一つに位置づけるとまではあ

るものの、教育実習との関連は述べられていない。

また、各大学からの報告を見ても、岩本（2006）では、教育実習校の確保に奔走せざるを得

ない多くの大学の現実を指摘するに限られ、小池（2010）では、免許法改正により教育実習の

単位数が増加し 4 年生に配置されることの負担の大きさが、否定的に述べられるのみである。

さらに、教育実習に関する講義と学生のその受け止めに関して千葉・荒尾（2011）があるが、

これは大学での学修に関する報告であり、実習校については述べられていない。

なお、田上（2003）や山口（2014）は、教育実習校の児童・生徒と学校教員の受け止めと実

習に参加した学生の学びの関連を取り上げているが、教職課程と教育実習の関連という課題設

定ではない。以上のように、教育実習が大学における教員養成にとっていかなる契機となって
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いるのかに関する考究は限られる 5）。

これらの中にあって、開放制の問題を教育実習の実際に見出そうという岩田・林（2015）や

岩田（2021）は注目に値する。もっとも、その関心は大学の主体性のいかんにあり、分析は教

育実習に関わる大学の対応に焦点化されている。教育実習で不可避な教育委員会のありように

注目するものではない。

以上の先行研究の理解にもとづき本報告は、教育実習に関して大学はいかに事務を行ってお

り、そして教育委員会と学校がどのような方針と具体的な運用指針にもとづき動いているのか、

その実際を明らかにすることを通じて、開放制の下における教職課程の実際に関する認識を広

げようとするものである。

 2．教育実習の受け入れに関する一般的な事務手順

教育実習に係る事務手続きは、実習前年度に始まる。まず、大学事務は、次年度実習を希望

する学生の実習希望校（原則として卒業校）（図 1 の①）を所管する教育委員会に対して、関係

する要項の有無を確認する（同②）。要項を定める自治体についてはそれに従い、要項がなければ、

電話、文書、電子メール等で手続に関する事項を確認する。

その後、学生が実習希望校に連絡し、次年度の実習内諾を願い出て、大学が作成した内諾願

いおよび内諾書（同③）を学校に持参する。この内諾書が実習校から大学に渡り（同⑤）、次年

度の実習が内諾される。

そして、実習年度には再び、当該学生は大学が作成した承諾願いおよび承諾書（同⑥）を持

参（同⑦）、実習校より承諾を得ることによって（同⑧）、当該年度に実習を行うことが可能と

なる。なお、教育委員会において承認手続きがある場合は、内諾書・承諾書のいずれかの写し

と承認願いを教育委員会に送付し、承認を受ける。

図 1　教育実習の受け入れに関する関係図
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以上が、一般的な実習受け入れのプロセスである。ただし、後述するように教育委員会が一

括して大学からの申請を受け付け、受け入れに関する手続きのすべてを担う自治体も存在する。

 3． 実証－大阪府下 43 自治体の場合

では、その具体はどのように把握することができるだろうか。本報告では、大阪府下の全 43
市町村を事例として、2022 年度の実習取り扱いに係る手続きに関する調査を、2021 年 4 月に

各教育委員会に郵送および電話を通じて行った。

次ページに挙げる表 1 は、番号で示す各自治体における教育委員会の手続きを示している。

それは、教育実習に関する「要項」の有無、「承認手続」の有無とその時期、そして事務手続に

係る様式規定の有無についてである。

これらの結果から、教育実習の受け入れに際して教育委員会は、①まったく関与しない、②

部分的に関与する、③すべてに関与する、の三つの類型で捉えることができる。

まず①は、実習生の受け入れを、当該の学校長に一任するものである。このタイプは 43 自治

体のうち 16 あり、教育実習に関する要項はなく、手続き上の様式も定めておらず、承認申請も

不要である。なお、これらの自治体は中核市から小規模な町村までに及び、人口規模と関連し

ていない。

ただし、教育委員会と実習校の間で、実習生を受け入れることについて、教育委員会へ実習

校から通知（教育実習受け入れ回答票等）する場合もあるため、大学と教育委員会のやりとり

のないことが即、委員会が把握していないということではない。学校と教育委員会は日常的に

連絡を取っているほか、小規模自治体の例だが、学校から教育委員会への連絡の義務はないも

のの、「学校から出される行事予定表などを見て、受け入れていることについては大抵気づいて

います。」との回答もあった。しかしながら、それは受け入れが決まったあとの形式的な承認に

留まる。このことは、2022 年度から回答票の手続きを廃止した複数の自治体があることからも

見てとれるだろう。

つぎに、26 の自治体が該当する②は、実習前年度の内諾時、もしくは実習年度の承諾時に実

習校と大学の間で交わされる内諾書または承諾書の写しを教育委員会が受け取り、承認すると

いうものである。大学と委員会間の手続きは郵送による書面交換のみで基本的に完結する。また、

承認手続きによって、実習生の氏名、所属、実習教科、実習日程等を教育委員会が把握する。

そのほか、実習中の事故等に関する保険の加入、健康診断の受診義務、麻疹の抗体検査、教職

に就く意思の確認、大学での指導教員名など自治体ごとの確認事項が定められてもいる。

なお、②のうち内諾・承諾書等に関する書式を定めるのは 4 つの自治体に限られており、それ

以外の場合は、大学が書類を任意で作成する。興味深いことに、「大学が教育委員会に承認を求

める場合は、承認を行う」とする自治体もあり、承認手続きの形骸化が推測できる。ただし、「問

題が起こった場合、学校長が教育委員会へ報告する」と記載する自治体もあった。

そして③は、1 つの自治体に限られるものの、実習受け入れに係る業務をすべて教育委員会が

担当するというものである。この自治体は「（自治体立）小・中学校教育実習等取扱事務に関す

る細則」を定めており、そこには「実習生の受け入れにかかる受付・配置校決定等の業務は、
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教育委員会事務局が担う」とある。

この自治体が他と大きく異なるのは、「実習生の配置校決定については、個人情報保護の観点

と実習生の見地を広げる意味から、原則として、母校以外の学校とする」と示している点である。

もっとも、「小・中いずれも（自治体立の）学校でない場合、実習の受け入れが認められないこ

とがあります」とあり、同教育委員会が所管する学校の卒業生を主な実習生と想定している。

その他、同委員会は大学事務職向けに「実習説明会」、実習生向けに、「教育実習等オリエンテー

ション」を開催する。また、要項第 2 条「大学が推薦する対象者（3）」においては、「教員を志

望し、教員採用試験を受ける予定の者であること」が明記されており、同第 6 条に準じて、そ

うでないと判明した場合に実習が打ち切りとなることも記載されている。

ちなみに、電話で回答を得たある教育委員会担当者が、「ほかの地域では、受け入れの方法は

違うんですか。」と調査者にたずねたことは、大阪府内で統一されたガイドラインのないことを

表 1　大阪府下 43 自治体の教育実習受け入れに関する教育委員会の手続き
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示しているのではないだろうか。

以上のように、教育実習のあり方が法的に整備されていない現在、教育実習の受け入れに関

する規定は各自治体に委ねられている。またその実際は、教育委員会ではなく各学校に一任さ

れる傾向が明らかな一方、形式的承認を行う、一元的管理を行うなど、受け入れの状況は一様

でないことがわかる。

4．議論

以上、教育実習の協力校を有しない大学での一般的な実習受け入れに関わる手順を述べると

ともに、大阪府下のすべての自治体の状況を概観した上で、教育委員会の関与と事務手続きの

具体を明らかにしてきた。この結果から示唆されることについて、以下の三点に即して議論を

したい。

（1）教育実習における教育委員会の役割

教育実習の受け入れに関わる教育委員会の役割には、大きな違いが見られる。多くの場合、

すべての事項を各学校に一任しており、教育委員会は把握していない、もしくは追認に留まる。

あるいは、基本的に各学校に一任し、大学等と教育委員会は形式的な文面のやり取りのみである。

いずれも教育委員会の実質的な関与は見られない。

これに対して、例外的とも言うべき強い関与がなされている自治体が一つある。そこでは、

細則で厳密な規定を示すことに加えて、実習生に「誓約書」の提出を求める。これは、校長に

よる服務の監督を受けること、実習期間・実習期間終了後に児童・生徒と個人的な関係を持た

ないこと、個人情報の取り扱いを適切に行い、違反した場合に罰則規定に従うこと、を誓約す

るものである。

「教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具

体の事務を執行」（地方教育行政法）とあるにも関わらず、教育実習の受け入れに関する委員会

の決定と執行が明らかなのは、大阪府内で一教育委員会にすぎない。教育実習は同法が定める

事項に含まれないのだろうか。あわせて、各学校が教育実習を受け入れに関する権限までの裁

量を与えられている。実習を希望する大学や学生にとっては、「学校頼み」にならざるを得ない

である。

（2）大学事務の負担と開放制との葛藤

実習協力校を持たない大学の場合、関連する事務ほかの負担は大きい。

まず、各教育委員会の教育実習取り扱いを毎年確認し、個別に応じる。学生の卒業校がさま

ざまな以上、同じ手続きでは済ませることはできない。また、より重要なことは、教育実習に

対する委員会の姿勢が一様ではなく、ときに開放制の原則と抵触しうる方針をもつ自治体も見

られることである。

たとえば、本論文で対象とした事例の中には、「当免許取得単位を発行する機関は教育実習が

できる機能を持っていなければならない。しかしながら、今日の免許取得希望者の数的実態と
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教員養成機関の実態を見ると、よりよき教諭の供給を期待する立場から、一定の制限、即ち、幼・

小・中学校の教育活動に支障が生じない範囲等において各教員養成機関に協力」と要項に記載

するケースがある。

これは、免許取得科目を提供する大学等機関のすべてが実習協力校を確保することを基本と

するが、それ以外の教育実習は「教育活動に支障が生じない範囲で協力」すると教育委員会が

捉えていることを意味する。卒業校での実習はあくまでも可能な範囲で行うものであり、事情

によっては実習を希望しても叶うとは限らないと明言するのである。

ちなみに、この点に関して文部科学省は、教職課程認定における主な審査事項として、①学

科等の目的・性格と免許状との相当関係、②教育課程、③教員組織、④施設・設備、⑤教育実

習校を示し、その中で「母校実習の考え方」として、「学生が自らが教職に就くことを希望する

出身地の母校をはじめとする学校で教育実習を行うことは、早い段階から地域の教育等を知る

上で有意義」とし、「母校実習は、比較的大学から遠隔地の学校で行われることが多く、このよ

うな場合の大学の指導体制をどのように確保するか、教育実習を行う卒業生に対する実習校の

評価の客観性をどのように確保するか」6）を課題に挙げる。つまり、文部科学省は母校実習を

前提にしているものの、教育委員会によってはこのように理解していない場合がある。この間

で翻弄されるのは、実習校を探し出さねばならない大学、そして学生である。

さらに、教職課程の教員には毎年、実習校への訪問指導が予定されている。実習校から断り

のない限り、教員は全国津々浦々を訪れる。彼らの肉体的 ･ 精神的な負担もさることながら、

交通・宿泊・日当および、手土産つきで訪問するコストを鑑みれば、その費用対効果ははたし

て妥当だろうか。くわえて、教育実習は一般的に、①年度当初、②学校での 2 学期の行事期間、

③あるいは年度末の時期を外して行われる。それはいずれも大学の授業期間に相当するため、

大学の教員、そして授業を休まなければならない学生への負担は相当である。

これら教育実習に関わる負担を各大学が請け負うべきなのだろうか。仮に、すべての自治体

で教育委員会による一括管理となり、事務職員や実習生への説明会、オリエンテーションの参

加等が課されることになれば、はたして大学の事務と教員は対応できるだろうか。そしてまさ

に今も、応じられないかもしれない危険性をはらみつつ、教育実習はかろうじて行われている

のである。

（3）実習受け入れ校の負担と教育実習の実現可能性

後に、教育実習を受け入れる学校に即して考えてみたい。

中等教育段階の場合、教科による違いは大きい。たとえば、中学校では国語、社会、数学、

理科、保健体育、外国語は 1 年間で 105 ～ 140 時間と規定されるが、音楽、美術は 35 ～ 45 時間、

技術家庭は 35 ～ 75 時間に留まる。

つまり、ある教科の授業者が実習生の教科指導を担うが、授業時数の少ない教科については、

教員配置が 1 名の可能性もある。その学校で 2 ～ 3 週間にわたる複数名の教育実習を受け入れ

ることは現実的ではない。また、当該教科に新規採用教員や常勤講師しか学校にいない場合は、

実習を行わない場合のあることを明記する自治体もある。この場合、教育実習は不可能となる。

また、教育実習は特定の科目の授業や学級活動を経験することが主眼なため、実習生が多く

の教員とかかわりを持つことは少ない。つまり、教科担任教員や学級担任教員の裁量の大きい
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ことが予想され、実習生は特定の教員と密に接し、いわば偶然にその教員に評価される。しか

しながら、教育実習は徒弟制として「わざ」を学ぶべく門下生になることではなく、指導教員

を師匠と仰ぐものでもない。

さらに、大学の教職課程の一環として教育実習は行われているにもかかわらず、大学と実習

校が協議の上で評価を行うことは事実上不可能である。指導体制についても定めはない。はた

して、教職に就いているだけで、「実習生を指導できる」としてよいのだろうか。指導の適切さ

や評価の妥当性に関する懸念は残る。

かくも、大学の外の教職課程が安定的な環境にない、すなわち、教育委員会が教育実習にほ

とんど関与していないことも背景として、実習校では授業等の指導に関する事項だけでなく、

教職への動機や志望の強さといった学生の姿勢や態度についても言い及ぶことが考えられる。

たとえば、実習校から十全な姿勢と思われず「そんなことでは教員として務められないよ」と

指摘されたことに対して、「教員になる気はありません」などと学生が言おうものならば、実習

校から白眼視されるという話 7）は、枚挙に暇がない。教育実習生は「教員の卵」として、表向

き教員志望を貫かねばならないのである。

その一方で開放制は、有用な人物を社会的にプールすべく有資格者を広範に確保するための

仕掛けでもあり、現時点で教員への志向性が低いことを批判するのは、制度の趣旨と整合しない。

必要な単位数は少なく、また学修年限は短く、と低いハードルで教員有資格者になりうるのだ

から、仮に教職志望が強くない場合でもできるだけ教育実習を受け入れるのが「開放制的」だ

ろう。

法制的に言えば、教職課程認定基準として「2（5）　幼稚園教諭又は小学校教諭の教職課程は、

教員養成を主たる目的とする学科等でなければ認定を受けることができない」とある。しかし、

中学校・高校に関してこの規定はなく、大学での学修で得られる学位は実に多様で、教職を目

指さない学生であっても教員免許状を取得できる制度設計が敷かれている。

さらに、教職志望が強くない場合でも有資格者になりうることは、実際的でもある。たとえば、

2018 年度の教員免許状の授与件数は、専修・一種・二種を合わせて、小学校で 28,786 件、中

学校で 48,226 件、高校で 58,435 件に対して、同年度の公立学校教員の採用者数は小学校

15,934 人、中学校 7,988 人、高校 4,231 人であった。授与件数は採用者数の 1.81 倍（小学校）、

6.04 倍（中学校）、13.81 倍（高校）に相当し、とくに中学校と高校は需要に対して明らかな供

給過剰である。

つまり、教育実習に臨む学生全員が強い教職志望をもっていたとしても、なかなか採用され

る状況にはない。教職への展望を欠いているのに強い志望が求められるなど、学生にとっては

無理難題ではないだろうか。こうした学生と実習校の「温度差」は、はたして埋められるもの

だろうか。実習校から「実習公害」とも非難される事態を回避することは可能だろうか。そも

そも、教員養成の開放制を謳う時点で、必要なコストと見るべきではないか。はたまた、大学

にて所定科目を修得する一方、教育実習については教職を決意した際に履修するという条件で

授与される「仮免許状」制度を構想してはどうだろうか。
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5．結論と課題

結論として、次の点を挙げることができる。

① 事例においては、教育実習の受け入れに関する要項の有無に関わらず、ほとんどの教育委員

会は教育実習に直接的関与を行わず、各学校が対応している。また、各学校での対応は必ず

しも一様でない。そして、教育委員会が関与する自治体にあっては、教育実習の申請、内諾、

承認、実習校の決定のほか、事前説明会や研修会への参加、謝金の有無とその金額までを規

定する場合から、実習校の内諾が得られていれば形式的承認で足りる場合までの、大きな違

いが見られる。

② 実習協力校を持たず、学生の卒業校での教育実習（母校実習）を予定する場合、実習校は多

くの自治体にわたるために、学生が在学する大学側の作業は煩瑣をきわめ、投じられる資源

は膨大となる。なぜならば、要項などの方針とガイドラインの照会（探索コスト）、申請ほか

手続きに関わる連絡と調整（交渉コスト）、実習終了までのモニタリング（監視コスト）を要

するからである。

　 　しかも、実習校が学生の出身地に依るために、やりとりを要する自治体は年度ごとに異なり、

前年度を踏襲しているとは限らない。幾十もの教育委員会や学校との対応を余儀なくされる

大学にとって、教育実習はまったく計画的でなく、教職課程として一貫するものでもない。

附属学校園や協力校での教育実習が見込めない多くの大学・学部では、一連の取引費用

（transaction cost）を度外視した教職課程になっているのである。

③ 教員養成系大学・学部と異なり、卒業に必須ではない教職課程にあっては、実習の内諾をせっ

かく得ても、大学の単位未修得や教職志望の変更等による学生からの辞退が十分に起こりう

る。そのため、教育委員会や学校にとっても教育実習はどのようになるか見通せないのが一

般的ですらある。このように教職課程がマネジメントできずその場次第な点でも、教員養成

はすぐれて鷹揚に取り組まれている。

以上から、開放制とは、教職課程を置く大学を限定しないという「間口」の広さだけでなく、

教職課程を構成する各局面のつながりが緩やかなこと、本報告に即せば、教育実習が大学・教

育委員会・学校の三者間でいわば漂う状態を指すものでもあることがわかる。

すなわち、教育実習は教職課程にとって不可欠にもかかわらず、それをいかに行うかは、各

自治体と各学校に委ねられており、その管理の実際も多様である。ある自治体では教育委員会

が全面的に主導権を持つが、別の自治体では学校が了解すれば承認すら不要な自治体もある。

また、実習校にとっても内諾を出した学生が翌年度、はたして実習校に来るのか不安を抱いて

いる。「アテのない」あやふやな中に教育実習が位置づいていると捉えるのが実態に近い。こう

した曖昧さを含んで教職課程が成立している点でも、教員養成は開放制である。

敷衍すれば、大学のみで教職課程が完結しないのは教育実習に関してだけではない。介護等

体験、ボランティアなどを含む教職実践演習の一部など、外部機関の連携・協力を得てようや

く成立する。これらの活動を通じて学生は外部から評価を受け、大学の授業を「履修した」こ

とになる。これを羊頭狗肉とは言い過ぎだろうか。

さいごに、次の一文を読んでみよう。「教育実習は、大学の教育計画の一環として、大学にお

ける教育研究の、理論と実践の統一の場として位置づけられるべきである。すなわち、学問・
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芸術と教育を結合する実践の場であるとともに、教育実践を取り巻く諸条件、教科教育および

生活指導の実践の具体的現実を認識し、教育研究の内実を豊かにするための場でなければなら

ない。」8）半世紀前のこの文章は、大学が教職課程を完全に制御できることを前提に記されたこ

とがわかる。ところが、こうした指導者思想にもとづく大言壮語とは裏腹に、実際の教員養成

は大らかに大雑把に行われてきた。この両者の齟齬を顕在化させず、あたかも両立するかのよ

うな勘違いをもたらす上で、開放制という用語は重用されてきたのである。
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